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暮らしに便利

総人口

男

女

世帯数

マチイロに関する問い合わせは 株式会社ジチタイワークス☎092（716）1404まで

愛西データファイル

愛西市のお知らせをアプリを通じて
スマートフォンやタブレットにお届け
します。

防災無線が聞き取れないときなどにご利用ください。
放送内容を確認できます。

☎（26）0202
ボランティア団体の協力を得て
音声の広報をご用意しています。
ご利用される場合は、秘書広報課へ
ご連絡ください。

防災無線テレフォンサービス ご利用ください 音声の広報

お知らせ

3月暮らしの相談日 ※新型コロナウイルス感染症等の影響により、中止する場合があります。
　実施状況は、お問い合わせください。

（注意）受付定員に限りがあります。相談時間が1人約20分のため、
相談が完了しない場合があります。ご了承ください。

16日（木） 午後1時30分～3時30分

14日（火）・28日（火）
午前9時30分～11時30分

22日（水） 午後1時～3時

4月26日（水） 午後1時～3時

4月20日（木） 午後1時～3時
※4月分の予約は、4月3日（月）から受付開始

16日（木） 午後1時～3時

3日（金） 午後1時30分～3時30分

10日（金） 午後1時30分～3時30分

17日（金） 午後1時30分～3時30分

24日（金） 午後1時30分～3時30分

4月7日（金） 午後1時30分～3時30分

14日（火）　①午前10時～正午②午後1時～3時

7日（火） 午前10時～11時30分

4月4日（火） 午前10時～11時30分

毎週金曜日（閉庁日を除く） 
午後2時～4時30分

3日（金） 午後1時30分～3時30分

17日（金） 午後1時30分～3時30分

4月7日（金） 午後1時30分～3時30分

佐屋保健センター

佐屋保健センター

八開総合福祉センター　相談室

市役所　北館　1階　相談室

市役所　北館　1階　相談室

八開総合福祉センター　相談室

市役所　北館　1階　相談室1-2

佐織総合福祉センター　2階　図書室

立田庁舎　1階　第1会議室・相談室

八開総合福祉センター　相談室

市役所　北館　1階　相談室1-2

市役所　北館　1階　相談室1-2

立田庁舎　相談室

佐織庁舎　1階　相談室

市役所　北館　2階　相談室

佐織庁舎　1階　相談室

市役所   北館  2階　相談室

佐織庁舎　1階　相談室

場　所日　時

※14日（火）年金相談：午前8時30分から1階 保険年金課付近で整理番号札を配布します。受付定員は①午前4人②午後4人です。
新型コロナウイルス感染症対策のため、定員が少なくなっています。
年金相談では、相談者の身分証明書が必要です。相談者が代理人であるときは、委任状および代理人の身分証明書が必要です。

相談名

こころの健康相談
（要予約）

健康相談

行政書士による
行政手続き相談
（要予約）

司法書士相談
（相続・登記関係）
（要予約）

弁護士による
法律相談
（要予約）

年金相談
（※欄外参照）

人権相談

海部地域消費生活
センター巡回相談
（要予約）

行政相談

問い合わせ

健康推進課
☎（28）5833

健康推進課
☎（28）5833

市社会福祉協議会
☎（37）3313

市社会福祉協議会
☎（37）3313

市社会福祉協議会
☎（37）3313

保険年金課
☎（55）7119

社会福祉課
☎（55）7115

産業振興課
☎（55）7128

総務課
☎（55）7120

2 月1日現在、（　）は前月比

（△98）

（△61）

（△37）

（△23）

61,520 人

30,052 人

31,468 人

24,049 世帯

日
光
川
下
流
流
域
関
連
愛
西
市
公
共
下
水

道
事
業
の
計
画
を
変
更
す
る
た
め
、変
更
案

を
縦
覧
し
ま
す
。

▼
縦
覧
期
間
／
3
月
1
日（
水
）〜
14
日（
火
）

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時
15
分（
土・日
曜

日
は
除
く
）

▼
縦
覧
場
所
／
下
水
道
課

※

変
更
案
に
意
見
の
あ
る
方
は
、縦
覧
期
間

中
に
市
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

▼
供
用
開
始
日
／
4
月
1
日（
土
）

▼
供
用
開
始
区
域
／

【
佐
屋
地
区
】

・
佐
屋
町
亥
新
田
、新
田
お
よ
び
堤
西
の
各

一
部

・
大
野
町
未
お
よ
び
山
の
各
一
部

【
佐
織
地
区
】

・
町
方
町
石
塚
、案
山
子
、大
原
、北
堤
外
、南

堤
外
お
よ
び
宮
原
の
各
一
部

▼
縦
覧
開
始
日
／
3
月
23
日（
木
）〜

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時
15
分

（
土・日
曜
日
、祝
日
を
除
く
）　
　
　

▼
縦
覧
場
所
／
下
水
道
課

【
宅
内
排
水
接
続
工
事
の
お
願
い
】

公
共
下
水
道
お
よ
び
農
業
集
落
排
水
の
供

用
が
開
始
さ
れ
た
区
域
で
、ま
だ
接
続
工
事

が
お
済
み
で
な
い
方
は
、1
日
も
早
い
切
り

替
え
を
お
願
い
し
ま
す
。

①
令
和
5
年
度（
令
和
5
年
4
月
〜
令
和
6

年
3
月
）分
の
業
務
の
申
し
込
み
に
つ
い
て

は
、4
月
3
日（
月
）よ
り
受
け
付
け
ま
す
。毎

年
お
受
け
し
て
い
る
業
務
で
あ
っ
て
も
、確

認
の
た
め
改
め
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

（
電
話
可
）

②
最
低
賃
金
の
上
昇
に
相
応
し
、令
和
5
年

度
の
配
分
金（
業
務
の
請
求
額
）基
準
額
を

3
％
程
値
上
げ
し
ま
す
。ま
た
、諸
物
価
高

騰
・
消
費
税
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
な
ど
に
対
応

す
る
た
め
、令
和
5
年
度
か
ら
事
務
費
を

8
％
か
ら
10
％
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

諸
々
ご
負
担
が
増
え
ま
す
が
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。

【　　　　】
119番

です

ハイ！ こちら消防署

春季全国
火災予防運動

3
月
1
日（
水
）か
ら
7
日（
火
）ま
で
春
の

全
国
火
災
予
防
運
動
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

こ
の
運
動
は
、
火
災
が
発
生
し
や
す
い
時

季
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
火
災
予
防
意
識
の一

層
の
普
及
を
図
る
こ
と
で
、
火
災
の
発
生
を
防

止
し
、
高
齢
者
を
中
心
と
す
る
死
者
の
発
生

を
減
少
さ
せ
る
と
と
も
に
、
財
産
の
損
失
を
防

ぐ
こ
と
を
目
的
と
し
て
毎
年
実
施
さ
れ
て
い
ま

す
。

【
市
消
防
本
部
の
主
な
取
組
内
容
】

・
消
防
自
動
車
に
よ
る
防
火
宣
伝

・
市
内
施
設
で
の
ポ
ス
タ
ー
、
の
ぼ
り
旗
お
よ

び
横
断
幕
掲
示

・
大
型
店
舗
な
ど
の
立
入
検
査

・
市
内
学
校
で
の
防
火
啓
発
放
送

・
セ
ス
ナ
機
に
よ
る
航
空
防
火
宣
伝

【
住
宅
防
火
の
チ
ェッ
ク
ポ
イ
ン
ト
】

火
災
を
起
こ
さ
な
い
た
め
の
環
境
や
習
慣
作

り
が
大
切
で
す
。
　
　
　
　
　

〜
た
ば
こ
〜

・
寝
な
が
ら
た
ば
こ
を
吸
わ
な
い
。

・
吸
い
殻
を
灰
皿
に
た
め
な
い
。

・
吸
い
殻
は
、
水
で
完
全
に
消
し
て
か
ら
捨
て
る
。

・
整
理
整
頓
し
た
場
所
で
吸
う
。

〜
ス
ト
ー
ブ
〜

・
ス
ト
ー
ブ
の
周
り
に
燃
え
や
す
い
も
の
を
置

か
な
い
。

・
外
出
す
る
時
、
寝
る
時
は
消
す
。

・
灯
油
を
補
充
す
る
時
は
消
す
。

・
ス
ト
ー
ブ
の
上
方
や
周
囲
に
洗
濯
物
を
干
さ

な
い
。

〜
ガ
ス
コ
ン
ロ
〜

・
周
り
に
燃
え
や
す
い
物
を
置
か
な
い
。

・
使
用
し
て
い
る
時
は
、
そ
の
場
を
離
れ
な
い
。

・
グ
リ
ル
の
中
に
油
か
す
が
た
ま
っ
て
い
な
い
。

・
ガ
ス
の
ゴ
ム
ホ
ー
ス
は
ひ
び
割
れ
て
い
な
い
。

〜
コ
ン
セ
ン
ト
・
電
気
配
線
〜

・一つ
の
コ
ン
セ
ン
ト
か
ら
テ
ー
ブ
ル
タ
ッ
プ
な
ど

を
用
い
て
多
く
の
電
気
配
線
を
使
用
し
な
い
。

・
電
気
コ
ー
ド
を
束
ね
た
ま
ま
使
用
し
な
い
。

・
コ
ー
ド
が
家
具
な
ど
重
い
も
の
の
下
敷
き
に

な
っ
て
い
な
い
。

・
コ
ン
セ
ン
ト
と
プ
ラ
グ
の
間
に
ほ
こ
り
が
た

ま
っ
て
い
な
い
。

〜
住
宅
用
火
災
警
報
器
〜

・
寝
室
、
階
段
に
住
宅
用
火
災
警
報
器
が
付
い

て
い
る
。

・
定
期
的
に
作
動
点
検
を
し
て
い
る
。

※

取
り
付
け
か
ら
10
年
を
経
過
し
た
も
の
は

交
換
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

消
防
本
部
予
防
課 

☎（
26
）1
1
0
9  

広報あいさい 2023.3 16広報あいさい 2023.317

ハ
イ
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119
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で
す
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利

健
康
ガ
イ
ド

ス
ポ
ー
ツ

イ
ベ
ン
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ま
ち
か
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健
康
ガ
イ
ド

暮
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知
ら
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健
康
ガ
イ
ド

イ
ベ
ン
ト

ま
ち
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どtopics

ス
ポ
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ツ

子
育
て
１
・
２
・
３

子
育
て
１
・
２
・
３

ハ
イ
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119
番
で
す


